
「同一労働同一賃金」への対応に向けて
大企業：2020 年４月１日～ 中小企業： 2021 年４月１日～

正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合
理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」) が求められます 。

事業主に求められることは？
①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基
本給や賞与、手当、福利厚生など あらゆる待遇について、不合理な差
を設けることが禁止 されます。

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違
いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなけれ
ばなりません。

スタート 短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

いる いない

正社員と短時間労働者・有期雇用労
働者の 待遇に違いはありますか？

対応の必要はありません。将来雇用の予定
がある場合は、準備をしておきましょう。

待遇に違いがある場合は、待遇の違い
が働き方や役割の違いに応じたもので
あると説明できますか？ ㊟

いますぐ対応すべき課題はありません。

ある ない

待遇の違いが不合理であると判断さ
れる可能性があるので、 不合理な待
遇の違いの改善に向けて、取組を進
めましょう。

できない できる

労働者から説明を求められたときに
待遇の違いの内容や不合理な待遇差
ではない理由について説明できるよ
う、整理しておきましょう。

自社の状況が法の内容に沿ったものか、
社内の制度の点検を行いましょう！

㊟・単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違い
についての説明にはなりません。

・正社員と、①職務内容（業務の内容＋責任の程度）、②職務内容・配置の変更範囲 （転勤、人事異動、
昇進などの有無や範囲） 、 ③その他の事情の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。

・正社員と①②ともに同じ場合、 すべての待遇について、差別的に取り扱うことが禁止されます 。



ふ不合理な待遇差とは？

・短時間労働者・有期雇用労働者の待遇が、正社員との働き方や役割の違いに応
じたものとなっているかがポイント！

・待遇差が不合理なものか否か、原則となる考え方と主な具体例は以下のとおり
です（「同一労働同一賃金ガイドライン」より）。

基 本 給

労働者の「①能力・経験」、「②業績・成果」、「③勤続年数」に応じて支給する場合は、
①、②、③が同一であれば同一の支給をし、違いがあれば違いに応じた支給をする。
【問題となる例】
能力・経験に応じて基本給を支給している会社において、正社員が有期雇用労働者より多
くの経験を有することを理由に、より高い基本給を支給しているが、正社員のこれまでの
経験は現在の業務に関連が無い。
【問題とならない例】
業績・成果に応じて基本給を支給している会社において、所定労働時間が正社員の半分の
短時間労働者に対し、その販売実績が正社員の販売目標の半分に達した場合には、正社員
が販売目標を達成した場合の半分を支給している。

賞与（ボーナス）

賞与（ボーナス）であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについ
ては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
【問題となる例】
正社員には職務内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給し
ているが、短時間労働者・有期雇用労働者には支給していない。

通勤手当

短時間労働者・有期雇用労働者にも正社員と同一の支給をしなければならない。

福利厚生施設

正社員と同一の事業所で働く短時間労働者・有期雇用労働者には、正社員と同一の
①給食施設、②休憩室、③更衣室の利用を認めなければならない。

注）上記以外の待遇も、不合理な待遇差の解消が求められます。このため、 労使で、それ
ぞれの事情に応じて、十分な話し合いをしていくことが望まれます。

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは、
山形労働局雇用環境・均等室（℡023-624-8228）へ
労使間でトラブルが生じた場合、無料・非公開でトラブル解決のお手伝いをすることもできます。

パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組手順書や業種別マニュアルなど、
取組の参考となる情報や制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせは、
山形働き方改革推進支援センター（℡0800-800-3552）へ
http://山形働き方改革推進支援センター.site

厚生労働省・山形労働局 （2020.10）


